
 

県 下 の 中 小 企 業 の 皆 様 へ 
補 助 স の ご 案 内    

 ع愛媛県 育休取得のための代替要員配置支援事業ع

愛媛県では、従業員30 名未満の中小企業が 
育児休業を取得する従業員の業務を引き継がせるため新たに代替要員を配置する場合 

代替要員の確保と配置（引継期間中）に要する費用を補助します。 
 

県内に事業所を有する事業者であって常時雇用する従業員が30 名未満の企業です。 

〇 代替要員確保費用：新たな代替要員の確保（求人・採用、派遣受入など）費用 
〇 代替要員配置費用：業務の引継に要する期間（１か月を上限）の代替要員の൛সಉ  

（※）補助対象経費の主な考え方は次のとおりです。詳細は下記のチェックポイントもご覧下さい。 
 ・代替要員の確保については、新規確保に必要な求人採用手続や人౫१ーঅ५ਹ用手続にかかる費用

とし、その際の事務費（ৢਦ費、ራષ費ಉ）や手続費用のஷ手数મは補助対象ਗとする。 
・代替要員の配置については、事業者が代替要員に支௸う൛স（౾手ਊをஅि）と১ૣਹ費の事業

主૿分や、人౫१ーঅ५をਹ用する場合のમসを、１か月を上限に補助対象とする。 

〇 代替要員確保費用： 15,000 円と実費を比較して少ない額 
〇 代替要員配置費用： 295,000 円と実費を比較して少ない額の２分の１ 

※引継期間が１か月未満の場合は295 千円を日数によって按分・減額のうえ計算します。 

補助সを申請できる企業 

補助の対象となる経費 

補助সの額 

お問い合わせは以下の担当まで 
愛媛県労政雇用課労働政策グループ 

電話 089-912-2502 

 
□ 補助金の交付決定前交付決定前交付決定前交付決定前にににに事業事業事業事業にににに着手着手着手着手することはできませんすることはできませんすることはできませんすることはできません。。。。着手済みの事業は、補助金の対象外ですの

でご注意下さい。 
□ 代替要員代替要員代替要員代替要員へへへへのののの引継引継引継引継はははは年度内年度内年度内年度内にににに完了完了完了完了してください。補助金を受けるためには、年度内に実績報告書を提

出する必要があります。 
□ 補助金補助金補助金補助金のののの支払支払支払支払いいいいは、実績報告書の提出後に県県県県のののの審査審査審査審査をををを適正適正適正適正にににに終終終終えたえたえたえた後後後後となります。 
□ この補助金の政策目的は、両立支援に取り組む企業を応援するとともに、その取組を他社に紹介する

ことですので、事業終了後、県県県県のセミナーのセミナーのセミナーのセミナー等等等等でのでのでのでの事例発表事例発表事例発表事例発表をおをおをおをお願願願願いさせていさせていさせていさせていただくいただくいただくいただく場合場合場合場合があります。 
□ 代替要員の配置に当たっては、書面書面書面書面によるによるによるによる契約契約契約契約がががが必要必要必要必要です。 

申請をお考えの場合のチェックポイント 
 

ഫએに続ऎ 



  

□ 引継期間引継期間引継期間引継期間・・・・引継業務引継業務引継業務引継業務のののの考考考考ええええ方方方方は以下のとおりです。 

・業務の引継に要する期間（引継期間）は、育休取得育休取得育休取得育休取得するするするする従業員従業員従業員従業員のののの産前休業開始予定前産前休業開始予定前産前休業開始予定前産前休業開始予定前にににに設定設定設定設定して

下さい。 

・新たな代替要員が引き継ぐ業務については、育休取得する従業員の担当業務に限りません（例え

ば、当該従業員Ａの業務を他の従業員Ｂが引き継ぎ、代替要員はＢの業務を引き継ぐ場合も補助

対象とします。ただし、代替要員は新たに確保・配置することが必要です）。 

□ 表面の他に注意いただきたい補助対象経費補助対象経費補助対象経費補助対象経費のののの考考考考ええええ方方方方は以下のとおりです。 

・対象外経費：補助の対象となる事業の仕入れに係る消費税及び地方消費税は補助対象外とする 

（交付申請額の算出に当たっては、消費税及び地方消費税額を控除すること。）また、育休取得

する従業員や新たな代替要員が引継期間中に退職した場合も補助対象外となる。 

□ 補助の対象となる事業（補助事業）と他の事業の経費を明確に区分し、領収証等対象経費の支出

関係書類は、他の事業費の書類と別別別別のののの綴綴綴綴りりりりとして下さい。補助簿は必要に応じて作成して下さい。 

□ 補助事業の収支の証拠書類は５年間保存してください。事業の終了後、県が審査を行います（事

業が適切に実施されていることが確認できなかった場合は補助対象外となります。）。 

□ 交付申請書の提出は各地方局商工観光室各地方局商工観光室各地方局商工観光室各地方局商工観光室で受け付けます。 

□ この補助事業は予算の範囲内で行うこととしており、原則申請順で補助対象を決定しますが、 

応募応募応募応募総額総額総額総額がががが予算予算予算予算のののの範囲範囲範囲範囲をををを超超超超えるえるえるえる場合場合場合場合はははは、、、、県県県県においてにおいてにおいてにおいて申請者申請者申請者申請者のののの業種業種業種業種・・・・所在地等所在地等所在地等所在地等によりによりによりにより選考選考選考選考します。 

□ その他、補助金交付要綱を十分確認願います。 

育休取得予定・申出 

事業者 

事業者 

県 

県 

事業者 

補助金交付申請 

代替要員確保開始 
↓（求人など） 

代替要員配置 
↓ 

業務引継（最大１か月） 
↓ 

育休（産休）取得開始・業務引継完了 
↓ 

補助金実績報告書 

実績確認・補助金確定・補助金支払 

補助金交付決定（代替要員確保手続開始） 

事業の流れ 

交付決定前に
着手した業務
については補

助対象外 

申請をお考えの場合のチェックポイント（つづき）
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